
平成 28 年度 第 9回東区協議会次第 

日時：平成 28 年 12 月 14 日（水）午後 1 時 30 分から 

会場：東区役所 3階 31・32 会議室 

１ 開会 

2 会長あいさつ 

3 議事 

（1）協議事項 

   ア 浜松市住生活基本計画（案）のパブリック・コメント実施について 

【住宅課】 

イ 平成 28 年度地域力向上事業について            【区振興課】 

（2）地域課題について 

  東区協議会委員会報告 

4 その他 

（1）その他 

（2）1月の開催予定 平成 29 年 1 月 23 日（月）午後 1時 30 分から 

会場 東区役所 3階 31・32 会議室 

5 閉会 



 第９号様式          区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 浜松市住生活基本計画（案）のパブリック・コメント実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

・本市では、指定都市として主体的かつ独自性のある住宅 

政策を進めるため、平成 23 年に「浜松市住生活基本計画（計

画期間：10 年間）」を策定した。 

・前期 5か年が経過し、少子高齢化・人口減少社会の急速な進

展や空き家の急増など、住生活を取り巻く社会情勢の変化に

対応することが必要となり見直すこととした。 

・有識者会議の開催 

・市民アンケートの実施（無作為抽出 3,000 世帯､回答 1,308 世帯）

・関連事業者ヒアリングの実施 

・市営住宅入居者アンケートの実施 

対象の区協議会  全区 

内  容 

＜基本理念＞  

安定と安心が持続できる住生活の実現 

～家族の絆を育み、地域と共に築く‘すまい’～ 

現計画の「安定した良好な住環境を次世代に繋げていくこ

と」を継承し、家族の絆や地域との繋がりで、次世代へ向け

た住まいづくりを推進する。 

＜計画期間＞ 

平成 29 年度～平成 38年度（10年間） 

＜施策展開＞  

・「ひと」「すまい」「まち」、３つの視点から住宅施策を展開

する。 

・各視点に総合評価指標（アウトカム指標）を設け政策達 

成度を測る。 

・具体の取組みにあたり、ＫＰＩ指標（重要業績評価指標）

を設ける。 

○案の公表及び意見募集期間 

平成 28 年 12 月 16 日（金）から平成 29 年 1 月 16 日（月）まで

○案の公表先 

  住宅課、市政情報室、区役所、協働センターなどにて配布

市ホームページ http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
備 考 

（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

市の考え方公表時期（予定）   平成 29 年 3月 

施行時期（予定）        平成 29 年 4月 1日 

担当課 住宅課 担当者 松島将人 電話 ４５７－２０７６ 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 



2016/12/5 
浜松市住生活基本計画（2017 2026）概要 

［住宅総数］ 

本計画は、本市の住生活を取り巻く様々な課題 踏   住宅政策    基本理念、めざす姿、施策展開の方向 明示  市民 安全 安
心 豊  住生活 実現 向  具体的 取組  着実 実行        市民 住生活 安定 確保及 向上 促進 資    策定
するもので、今回、現計画（計画期間：平成23年度~平成 32年度） 見直      
計画期間については、2017(平成 29)年度 2026(平成 38)年度とし、今後 10 年 課題 対応  こととします。また、社会情勢の変化や
施策効果 対  評価結果 踏   概 ５年後 見直  行        

計画の目的・期間
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策 
に 
お 
け 
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凡例◎：新たに求められる政策 ○継続して求められている政策

安定と安心が持続できる住生活の実現
 家族の絆を育み、地域 共 築      

本市は、少子高齢化・人口減少社会の進展に対する安定した居住の確保の充実や既存ストック活用の促進などに取り組ん
できましたが、近時の子育て環境の充実や急増する空き家問題などの新たな課題 対   今後 良好 住環境 実現 向 
 更  取組 必要 考    
 このため、前計画の基本理念 ある「安定と安心が持続できる住生活の実現」を、今後 10 年間 取 組   方向  継承
し、また次世代へ向けての住まいづくりをすすめるために“家族の絆”をテーマに加え、「安定と安心が持続できる住生活の実現 
 家族 絆 育  地域 共 築 ‘すまい’   基本理念 し、未来へ繋がる住まいづくりを推進することとします。 

基本理念

施策展開

「ひとの視点」からの施策展開 
1 若年世帯 子供 産 育    住生活 実現
①親世帯・子世帯の同居等を促進 
2 高齢者 自立      暮   住生活 実現
①高齢者が住み慣れた地域で住み続けられる住まい 
②多様な高齢者ニーズに対応した住まい 

3 住宅          確保
①            適正 市営住宅 管理運営
②            民間 住  

総合評価指標 子   生 育    環境 対  満足度
現状値 23.4％ ⇒ 最終目標値 56％

「まちの視点」からの施策展開 
1 長期的 持続可能なまちづくり 
①コンパクトで持続可能なまちづくり 
②浜松らしいまちづくり 
2 地域資源 住宅     活   新  住生活産業の創出・拡大
①新たな住生活産業の創出・拡大 

3 安全・安心な居住環境の形成 
①安全・安心な居住環境形成 

総合評価指標  住    地域 住     対  満足度
現状値 58.9％ ⇒ 最終目標値 66％

「すまいの視点」からの施策展開
1 空き家の活用と除去   良質 住   確保 
①良質 空 家 活用 危険 空 家 管理   除去の推進
②中山間地域の定住促進に向けた空き家活用 
2 安全 安心 長寿命 住  づくり 
①耐震性の確保された巨大地震にも安全な住まい 
②住宅性能 優  長 住 継   住  
③適正 管理   長 住 継   住  
3 資産    継承 向  適正 評価   新  流    
①住宅 性能表示制度等 普及 市民 住知識向上

総合評価指標 住宅 満足度
現状値 76.5％ ⇒ 最終目標値 80％

めざす姿

地域とのつながりを感じる住まい 

長期的 持続   都心 便利 
や自然の豊かさを併せ持つ浜松らしい
地域 魅力 地域産業 活力 感 
ることができる住まいの実現 

自分らしく安全に暮らせる住まい 

価値観 年齢    自分    
イフスタイルを実現でき、さらに地震災
害等にも安全に暮らすことができる住
まいの実現 

誰もが安心して生活できる住まい 

若年    ー世帯から高齢者世
帯、障がい者世帯、外国人世帯な
ど、誰もが経済状況や身体の状況に
関わらず、安心して生活することができ
る住まいの実現 

現状と求    住宅政策

住居の視点 
◎空き家の選別による活用・除去の推進
・人口減少､住宅総数 増加に伴う空 家 増加 空 家率 上昇の抑制
・空き家増加に伴う腐朽､破損  住宅の増加に対する対策
・空き家を所有する市民への利活用に関する意識転換の啓発

○住まいの性能向上・旧耐震基準建築の耐震化の促進 
・高齢化 進行 対        等設備設置の促進 
・温室効果  排出量抑制 踏   省  住宅､設備の普及､促進 
・浜松市プロジェクト「TOUKAI-0 総合支援事業等 通  住宅 耐震化 促進

○既存住宅 適正 維持管理 活用市場の活性化 
 適切 維持管理 促すための分譲マンション所有者等への啓発 
・良質 既存住宅 購入や長期的  快適に使用するリフォームの促進 

・空き家数       H20  30,290 戸 ⇒ H25  49,200 戸 
・腐朽・破損した空き家  H20    3,300 戸 ⇒ H25   4,550 戸 
・全国の旧耐震基準マンション     約 106 万戸 

居住者の視点 
◎若年世帯 子供 産 育    住環境   
・人口の減少傾向や自然減に対する合計特殊出生率 回復などの人口増加策 
・少子化対策として子育てしやすい環境である同居等の促進 

○高齢者 自立      暮   住生活 支援
・高齢化が顕著に進むことによる高齢者にあった住まいの整備 
 高齢単身世帯 増加見込  伴 住   確保 見守 などの対応 

○住宅確保要配慮者 居住 確保
・賃貸住宅  入居拒否を受けやすい人の居住の安定の確保 
 住宅確保要配慮者等  更  市営住宅 周知 ・世帯の小型化                H22  2.62 人/世帯  ⇒ 予想値 H37 2.38 人/世帯 

・65歳以上 老年人口 増加   H22  18.1 万人     ⇒ 予測値 H37 23.4 万人 
 離  暮  親 子世帯 増加  H22  25,797 世帯  ⇒         H27 21,236 世帯 

地域・産業の視点 
○長期的 持続   まちづくり 
・人口減少社会 見据  長期的 持続        
・市民 転出抑制 向  都市部と海・川・山など自然環境が程  距離 
ある浜松の特徴を生かした住み続けたくなる住環境形成 
・中山間地域等の人口流出､高齢化に対応した地域コミュニティの保持 

○新たな時代に対応した住生活産業の育成 
･地域産業   天竜材 需要拡大 価格上昇に向けた取組 
 住宅着工数 停滞 見据  住生活産業の維持・活性化  

○安全 安心 暮   良好 居住環境 形成
 人口減少   人口低密度化 伴 防犯環境悪化への対策 
・空き家の増加に対する地域の安全・安心な居住環境形成への取組 

 住宅着工数  近年 5千戸 7 千戸推移 H22     6,172 戸   ⇒  H27  5,195 戸 
・県内のスギ木材価格                  H22  14,600円/  ⇒  H27  12,400 円/ 
・中山間地域における 65歳以上 比率      H7      25.6%   ⇒  H22  37.7％ 

ひ と

すまい

ま ち





























































































































































































































第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名  平成 28年度地域力向上事業について（12 月追加申請分） 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

地域力向上事業は、市民協働の手法により住みよい地域社会

を実現するため、市が実施又は支援する区の特性を活かした事

業や課題を解決する事業です。 

〇市民提案による住みよい地域づくり助成事業 

団体の提案に基づき、市が公益上の必要を認め、団体が主体

的に取り組む事業に対し市から補助金を交付することで、効果

が期待できる事業

 〇区民活動・文化振興事業 

地域の活性化や文化振興のため、市民協働の観点を取り入れ

て実施する事業

〇区課題解決事業 

区内の課題を解決するため、市民協働の観点を取り入れて実

施する事業

対象の区協議会 東区 

内  容 

〇市民提案による住みよい地域づくり助成事業 1件 

 提案のあった助成事業について、事業内容等に対しご意見を

お伺いいたします。提案事業の詳細は別添資料の通りです。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

提案団体に、事業の採用・不採用の決定通知を送付 

（平成 28年 12月） 

担当課 東区・区振興課 担当者 鈴木忠・小杉 電話 424-0115 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。



平成 28年度地域力向上事業提案内容    平成 28 年 12 月 14 日東区協議会 

◆助成事業 

№ 提案事業名 提案者 事業の目的・効果 提案内容 
提案事業費 
（希望補助額） 
（希望補助率） 

採択 
回数 

区行政推進会議検討結果 

11 
「おんな城主直虎」応援
事業 

笠井だるま
市保存会 

・ 松島十湖は井伊家家老の家に、次男を

養嗣子に縁組しており、井伊家と縁が

ある。直虎に関する俳句や写真の展示

等を実施し「おんな城主直虎」を盛り

上げるとともに、北区との連携を図っ

ていく。

・ 東高校の学生も運営に参加するため、

若者との交流が見込まれ、世代間交流

が図られる。

内容 

○井伊直虎にちなんだ俳句や写真等の展示

・直虎にちなんだ俳句 100 選（東区・北区の俳句会が参加） 

・東高校学生による直虎に関する写真や俳句、書道部によ

る直政の生涯についての展示 

・牧野良香氏の書「直虎」 

・熊谷光夫氏の直虎版画展  ほか 

168,912 円 

（ 84,000 円） 

（50％） 

 1 
（1）

直虎に関する地域住民の作品（俳句・写真・書）

を中心とした展示等を実施し「おんな城主直虎」

を盛り上げるとともに、松島十湖と井伊家の縁を

通じて、北区との連携を図っていく事業である。

伝統文化や歴史を地域の住民・高校生と一緒にな

って広める事業であるため、地域コミュニティづ

くり事業、文化の振興に関する事業である。

＜補助率＞50％以内 
・新規提案事業であるため 50％以内とした。 

時期 
平成 28 年 12月 15 日～平成 29年 1月 15 日 
（実施日：1月 10 日） 

場所 笠井町福来寺だるま会館、境内 

区 分 予算額 交付決定済額 残額 
追加補助金額
（希望額） 

助成事業 3,800,000 円 3,183,000 円 617,000 円 84,000 円



第 5回交通安全委員会 議事概要 

日 時 平成 28 年 12 月 5 日（月）9:30～11:30 

会 場 東区役所 33 会議室 

出席者 大軒孝幸、齋藤絵美子、斎藤國弘、佐藤公治、杉本恒雄、（50 音順・敬称略）

    浜松東警察署 3名（交差点視察のみ）
事務局 鈴木勝久、鈴木将太 

① 事故多発交差点視察について 

（概要） 

  場所：①薬師北バス停付近交差点 

     ②与進北小南交差点西交差点 

 内容：東区内で交通事故が多発している交差点を視察し、交通状況の現状の確認と改善

点の検討 

①薬師北バス停付近交差点 

（東警察署） 

 ・絶対的な交通量が多い。 

 ・国道 152 号を東進する車がこの交差点で左折することが多く追突事故が発生してい

るのではないか。 

（委員） 

 ・事故発生の条件として、時期や時間帯、天候等に統一性がなく、原因がわかりにく

い。交通量が多いことが 1番の原因ではないか。 

②与進北小南交差点西交差点 

（東警察署） 

  ・一般県道磐田細江線(以下、磐田細江線)は利便性が高く、交通量が多い。 

 ・当該交差点の東側の横断歩道上での交通事故も発生している。 

 ・今後、交差点内の標識について夜間でも視認しやすいようフラッシュ板に変更する

ことも予定している。 

（委員） 

  ・磐田細江線を西進し小池 53 号線へ進入する際に方向指示器を出さない車が非常に多

く危険。 

  ・小池 53 号線から磐田細江線へ出る際に一時停止があるが、そこに滑り止め舗装行う

ことにより注意喚起できるのではないか。 

② 交通安全フェアについて 

（区振興課から説明） 

・家康くんの他に、直虎ちゃんの着ぐるみも出演することが決定した。 

   ・体験型ブースに白バイの展示を行うことにより、家族連れの来客者の注目をひける

よう工夫する。 

③ その他 

（区振興課から説明）

   ・12 月 15 日（木）～31 日（土）まで年末の交通安全県民運動期間となる。 

・12 月 15 日（木）午前 7時 20 分から上記運動の初日街頭広報を行う。 



次回開催日 

日時 未定（次回以降の協議会で調整） 

場所 未定 



第 5回地域福祉委員会 議事概要 

日 時 平成 28 年 11 月 29 日（火）10:00～12:00 

会 場 老人福祉センター竜西荘 

出席者 稲穂貴、金指操、熊岡邑子、栗田孝代、鈴木洋次（50 音順・敬称略）

     鈴木教郎 東区長寿保険課長  

事務局 根本剛宏 

１ 実施内容 

 老人福祉センター竜西荘の視察について 

（1）施設概要 

開館時間 午前 9時から午後 4時 30 分まで 

利用者 市内に居住する 60 歳以上の方 

利用料 無料（ただし入浴料については有料） 

設備 施設としては、大広間、講座室、浴室、和室、屋外にゲートボー

ル場がある。備品として、健康器具の利用も可能。 

施設使用 医師等の健康相談の実施（月 1回）。 

各種講座や同好会、同窓会などの施設利用も可能。 

（2）「元気はつらつ教室」 

 ア 元気はつらつ教室とは？ 

高齢者の方が食事やレクリエーション、体操・手芸などに取り組み、離れた地

域の方との交流を行うことにより、健康を維持すること目的としている。 

   イ 対象者 

   介護保険の対象とならない 65 歳以上の高齢者で、地域包括支援センターの調査

により、サービスが必要とされた方を対象としている。 

 ウ 内容 

   週 1 回、決められた曜日の教室へ参加する。竜西荘までは車両による送迎を行

っている。教室の日程としては、午前中に健康チエックやゲームや講座を行い、

昼食をはさみ、午後は自由時間や転倒予防の体操を行っている。竜西荘の滞在時

間は、午前 10 時から午後 3時までのおよそ 5時間程度である。 

２ 感想 

今回は、午前中の活動について、教室に参加するかたちで視察を行った。

地域の方ではなく、広い範囲から高齢者の方が参加することにより、交流をはかる

ことができていた。

実施されているゲームやレクリエーションについては、わかりやすい内容で簡単な

作業が伴うものを全員で行い、楽しく過ごせるよう工夫を行っていた。 

次回開催日 

日時 未定（協議会終了後、日程調整） 
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区協議会の開催日程（１２月）について

区協議会が、次のとおり開催されます。

協議会名 回数 日 時 場 所 会議内容（予定） 傍聴定員 問合先

中区
協議会

第8回
12月26日
（月）
13：30～

浜松市役所
北館1階
101会議室

・（協議）浜松市住生活基本計画（案）のパブリッ
ク・コメント実施について
・地域課題について
・その他

5人程度
（先着順）

中区役所
区振興課

TEL:457-2210

東区
協議会

第9回
12月14日
（水）
13：30～

東区役所
3階

31・32会議室

・（協議）浜松市住生活基本計画（案）のパブリッ
ク・コメント実施について
・（協議）平成28年度地域力向上事業について
・地域課題について
・その他

10人程度
(先着順）

東区役所
区振興課

TEL:424-0115

西区
協議会

第9回
12月21日
（水）
13：30～

西区役所
3階

大会議室

・（諮問）浜松市立西山園及び浜松市立入野園の
廃止について
・（協議）浜松市住生活基本計画（案）のパブリッ
ク・コメント実施について
・地域課題について
・その他

5人程度
（先着順）

西区役所
区振興課

TEL:597-1112

南区
協議会

第9回
12月19日
（月）
13:30～

南区役所
3階

大会議室

・（協議）浜松市住生活基本計画（案）のパブリッ
ク・コメント実施について
・（協議）平成28年度南区地域力向上事業の提案
について
・地域課題について
・その他

10人
(先着順)

南区役所
区振興課

TEL:425-1120

北区
協議会

第9回
12月22日
（木）
13:30～

北区役所
3階

31・32会議室

・（協議）浜松市住生活基本計画（案）のパブリッ
ク・コメント実施について
・地域課題について
・その他

5人程度
(先着順）

北区役所
区振興課

TEL:523-1168

浜北区
協議会

第8回
12月22日
（木）
13：30～

浜北区役所
（なゆた・浜北内）
大会議室

・（協議）浜松市住生活基本計画（案）のパブリッ
ク・コメント実施について
・（協議）地域バスにおける統一距離制運賃の導入
について
・（協議）浜北コミュニティバスの運行改善について
・（協議）平成28年度浜北区地域力向上事業の提
案について
・地域課題について
・その他

10人
(先着順)

浜北区役所
区振興課

TEL:585-1141

天竜区
協議会

第9回
12月21日
（水）
14：00～

天竜区役所
2階

21・22会議室

・（協議）浜松市住生活基本計画（案）のパブリッ
ク・コメント実施について
・地域課題について
・その他

5人程度
(先着順)

天竜区役所
区振興課

TEL:922-0013

＊傍聴の申し込みは、各区役所区振興課へお問い合わせください。


